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構造設計学と神戸の地震

長尚1)

1.はじめに

土木構造物の設計学を日頃研究している老の一人

として,今回の神戸の地震による構造物の被害の様

相は想像を絶するものであった.

筆者自身は以前からr安全に絶対はない｣と3

つの理由を挙げて言っていた(長,1993).近代科

学が発達しているとはいうものの,特に自然の営み

に関しては学問が知らないことの方がむしろ多い.

つまり未知要因の存在が1つ目の理由である.2つ

目として人問のミスに代表されるような不確定要因

がある.3つ目としては一般にはなかなか認めて頂

げないのであるが,残念ながら人間のどんな活動に

も経済性の制約があり,安全問題も例外ではない.

そこで,もし関東大震災級の地震が起きれば,多く

の新しい災害とそれによる新しい知見を得るのは間

違いないと指摘してきた.

このようなことを言っていた筆者でも,今回の被

害は想像を絶するものと言わざるを得ない･これま

で日本においてこんなに沢山の土木構造物がこれ程

までの壊滅的被害を受けたことがなかったからであ

る.日本にはなかったかも知れないが,アメリカに

はあったではないかと良く言われる.しかし例えば

1989年のロマプリｰタ(サンフランシスコ)地震で

崩壊した高架橋の設計地震力は日本の数分の1(耐

震工学委員会,1990)であり,日本とは比較できな

い要素があったのである.

さてr関東大震災にも耐えられる｣という,今回

脆くも崩れた神話は,次のようだ経過から生まれた

ものと推測している.まず設計地震力の設定の経緯

については各種の説があるようであるが,｢大地震

は関東大震災クラスがほほ最大で,その時に発生し

た最大加速度は数百ga1と推定されるが,設計地震

力を計算する水平加速度をg/3(1g二9809a1),鉛

直加速度をg/6とすれば(土木学会,1950),大き

な被害は出ないであろう｣と被災直後おおまかに判

断されたと考えられる.その後水平加速度の標準を

g/5とし,最大値がg/3程度になる上うにしてあ

る.このようにして決まった設計地震力ではあった

が,諸外国に比べて格段に大きく,しかもこれを用

いて設計されたものに被害が殆どなかったことも.あ

って,神話が確固たるもの(?)として独り歩きして

きたと言えよう.

2.解明すべき基本的な点

この原稿は地震発生から3ヵ月半近くを経過し

た4月下旬に書いているが,次に示すように,基

本的な点がまだ殆ど解明されていない.

(1)今回の被害をもたらした揺れはどんな点が異常

だったと専門的な観点から言えるのか.

少なくとも記録されている加速度からは,これま

で経験したこともない程の異常なものとは言えない.

1978年の宮城県沖地震では東北大学工学部建物の

9階で1,0009a1を記録(土木学会誌,1978)してい

るし,1993年の釧路沖地震では7009a1以上を記録

(釧路気象台登録番号HK005)している.また昨年

のアメリカのノｰスリッジ地震の際でも2gを越す

大きな地震応答を記録した建物は被害を受けていな

い(土木学会誌,1994).今回の記録の最大はほぼ

0189で,記録が取られていない所でこれを越すと

しても,加速度だげからは特に異常に大きい揺れと

は言えない.

また共振,速度,縦揺れの同時発生等の要因がこ

れまでと異なっていると言われているが,説得力あ

る説明はまだなされていない.確かに速度が異常に

大きいようである･衝撃エネルギｰは質量と速度の

2乗の積に比例するから,今回の破壊に大きな関係
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があることは間違いないであろう.

いずれにしてもこれまでなかったような壌減的た

被害をもたらしたことに対して,また逆にこれまで

大きな加速度応答があっても被害がなかったことに

対して,揺れの面からの科学的説明ができなけれ

ば,全ての議論は説得力を失うと思う.

この点に関して以下私見を述べてみたい.

地震の加速度(したがって瞬間的な力の発生)もさ

ることながら,今回の最大の特徴の1つは周期が

非常に長いことである.このことについては,地震

発生直後から注目し,指摘もしてきた(長,1995)

のであるが,東原鉱道(1995)も次のように述べて

いる｡｢…ゆっくりした運動であったことが今回の

地震の特徴である.…応答スペクトル計算によって

も,近年の大震災(米国のNorthridge地震や釧路沖

地震など)と比較すると,周期1秒以下では小さい

のに1-2秒範囲では抜群に大きい.｣

周期の差によって構造物は極端に違った反応を示

すように思う.構造物の破壊は,構造物を構成して

いる材料であるコンクリｰトとか鉄筋のひずみ(も

っと正確に言うとひずみニネルギｰ)が限界に達し

て起きる1材料の伸び縮みにはある程度時間がかか

るから,加速度が大きく,したがって力が大きくて

も,短周期の場合,ひずみがその最大に達する前

に,力が早く減少する.結局長周期の場合と違っ

て,破壊限界に達しにくくなると考えられる.

力と変位を掛けたものがエネルギｰで,やはり破

壊はエネルギｰで議論すべきである.ごく最近の構

造物の設計基準では,構造部材のニネルギｰ吸収能

力を帯鉄筋によって高めるようになっている.この

基準においてはニュｰマｰクのエネルギｰ一定則

(町田,1986)という,弾性挙動と等しいエネルギ

ｰ吸収能力(じん性=ねばり)が前提となって,設計

地震力と実際の地震力との関連がつけられている.

第1図は地震力と構造物の変位の関係を模式的

に示したものである.実線の斜線部は弾性的挙動

を,水平線部は塑性的挙動(右端で破壊)を示してい

る.通常じん性率(構造物のねばりを数値的に表現

するもの)は降伏開始時の変位(δ｡)に対する破壊時

の最大変位(δ､)の比ψ=δ､/δy)で定義される.構造

物が吸収するニネルギｰは図において,変位したま

での2直線の面積に当る.したがって,実線で示

す2直線と横軸で囲まれる面積が構造物が破壊せ

地震力P

P｡

P｡

養

■

δ｡δ｡δ｡

第1図地震力,変位,エネルギｰの関係.

変位δ

ずに吸収できる最大のエネルギｰである.もし地震

のエネルギｰがこれよりも小さいと構造物は破壊し

ないが,これを超えると破壊してしまうことにな

る.

さてニュｰマｰクはエネルギｰ一定則と言われる

法則を提唱した.これは地震力が降伏地震力(Py)

を越えても,構造物を弾性体と仮定した時のエネル

ギｰ(実線と破線を結んだ線と横軸間の面積)が構造

物が吸収できる最大のエネルギｰと同じになるよう

な地震力(P｡)まで耐えるというものである..これは

次のように表される.

P､=P｡阿

この式は第1図において,斜線を付した部分の

面積が等しいという条件である次の式から得られ

る.

(1一青)炸去(青一･)仕吟)

例えば,PyがO.3gによる降伏設計地震力とした

場合に,じん性率が5だとすると,P｡はO.9gによ

る地震力となる1このようにじん性率が大きいと,

降伏設計地震力の3倍もの地震力に耐えることに

なる.

破壊をエネルギｰで議論するという点で,このよ

うな扱いは評価できる.しかし第1図における破

線は仮想的なもので,実際にこのような挙動を構造

物がする訳ではない.したがって地震エネルギｰが

原点から実線と破線を結んだ線と横軸間の面積であ

るという保証はない.地震の周期によっては,大き

な荷重の持続時間が長くだり,この面積以上のエネ

ルギｰとなり,結果として吸収能力を越えてしま
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う.このような場合には,この法則に基づくものよ

りもっとじん性を向上させなげれぽならなくなるの

ではなかろうか.今回の地震の被害状況ではこの法

則がほぼ成立していたと言われるが,壌減的被害を

受けたものは,あるいはこの法則が成り立っていな

かったのではないかとも考えられる.逆に,周期に

よってはエネルギｰがこの法則に基づくものを下回

ったりする筈である.そうでないと,これまで大き

な加速度でも被害カミなかったことについての説明が

つかない.

また作用する力が静的ではなく,急激な場合に

は,力や応力に見合う変形とかひずみが限界に達す

るのは,曲げより,せん断の方が先なのではないだ

ろうか.このように考えないと,本来曲げ破壊が先

行しそうなものまで曲げ破壊を伴わずに,せん断破

壊だけが起きていることの説明ができないように思

う.このような場合には,じん性率だけと関連させ

て耐震性を議論して良いのか疑問がある.

(2)学者｡専門家は見込み違いをしていたのか.

r最新の基準で設計されたものは比較的致命的な

被害を受けていたいから,大幅な基準の見直しをし

たくて良い｣というようた見解を述べる学者･専門

家がいるが,疑問である.予想を上回る被害だった

に違いないと思う.最初にも述べたように,地震を

うかつにも,見くびり,傲慢になっていたと言って

良いと思う1そうでなければ,前項で述べたような

じん性を考慮するように基準を改正した時に,それ

までのものがとても危険であると真剣に警告されて

いた筈だし,またアメリカ西海岸での地震の被害調

査をした専門家が,同じようた地震(新基準でもと

ても追っつかたいような大きな加速度を記録してい

る!)があっても日本では大丈夫だと言えなかった

筈である.

勿論とんだ場合でも大丈夫だとは思っていなかっ

たとしても,最大級の地震の影響はほぼこの程度で

あろうとした判断が誤っていたことは間違いないと

思う.このような反省がまず関係者にたげればなら

たいであろう.

(3)各種の破壊形態をどう説明できるのか.

今回構造部材(主に柱とか橋脚)の破壊移態は,鉄

筋コンクリｰトでは,曲げ破壊とせん断破壊の2

種類に,鋼では座屈と水平破断の2種類に,それ

ぞれ大別されるように思う.これらの破壊について

1995年7月号

写真1新幹線の高架橋の被害と無被害の対照.

は,前述の(1)項を踏まえた上で,そのメカニズムと

共に数値的に説明できなければならないが,またそ

れが十分になされていたいように思う.

なお鉄筋コンクリｰト柱の帯鉄筋の重要性が一般

の人にも認識されたが,その働きについて私見を簡

単に述べておく･帯鉄筋の主だじん性向上効果は,

コンクリｰトのせん断に伴う体積膨張(ダイレタソ

シｰ)を帯鉄筋が拘束し,膨張が抑えられてすべり

にくくなって,急激に起きるという特性を持つせん

断破壊を起こしにくくするために生まれる.

(4)同じ構造物がほんのわずかの位置の違いで決定

的な違いを見せているのは何故か.

現地踏査に出掛ける前にある期待を持っていた.

それは被害を受けていないものから,今後の対策に

関する何らかのヒントが得られる6ではないかとい

うことであった.勿論それが無かった訳ではない.

しかし極めて異常な力を受けて崩壊したと思われる

構造物があり,それと全く同じ構造物カミすぐ隣では

ほぼ健全で,大きな被害は極めて狭い帯状に繋って

いた.ある区間全減とカ㍉徐州こ被害が軽徴になる

といった様相は全く見られなかった.例えば阪急神

戸線の夙川,西宮北口問の高架橋のように,線路直

角方向の2本の柱のうち北側の柱が壊滅的被害を

受けて桁が落下しているにも拘らず,南側はこれ程

のダメｰジを受けていなかった.また柱のせん断破

壊で落ちた新幹線の高架橋の前後の高架橋は殆ど健

全のままであった(写真1に示す例は尼崎市食満付

近).したがって構造物自身の耐震性の髪もさるこ�
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とたがら,極めて異常な力の発生は地盤とか断層に

関連して,極めて局部的たのではないか,地震動の

大きさはほんの僅かな位置の違いで極端に変わるの

ではないか(極めて異常な揺れが稲妻状に何本か走

った)という印象を強く受けた.たとすれば被害を

受けなかった構造物から,必ずしもヒントは得られ

ないことになる.いずれにしても,極めて異常な揺

れをしたのはごく限られた,局部的な何本かの線に

近い一帯であり,その他の所は大変なものであった

ことは事実だが,この一帯とはかなり違った揺れで

あったと考えなげればならないように思う.

したがって,比較的健全なものから普遍的な結論

を出すにはかなりの限界があるという目で分析をし

たいと,とんでもない結論を出してしまう危険性が

ある.まだかなり広い地域で同じ揺れだったと思い

込んだ議論には注意する必要があり,統計解析は特

にこの点に留意して行われなければ茂らない.

(5)このような地震はどの程度の頻度で起き,果た

してこれこそが最大級と言えるのか.

前述したように,これまで筆者を含めて関係者

は,関東大震災でこれ位のものだろうと推定したも

のが最大級がそれに近いと思い込んでいた.しかし

それを遥かに越す影響を与える地震があることが現

実に示された.ひょっとして,関東大震災とか福井

地震等で今回程度の揺れが局部的にはあったのかも

知れないと考える方が妥当なのかも知れない.だと

するとある地点では数千年に一回のことでも,日本

全体では,かなりの頻度で今回程度の地震が発生す

るとしなければたらなくなる.また今回のがほぼ最

大級と言えるのか,あるいは今回と違った揺れがあ

るのではたいかという疑問もある､頻度は極めて小

さいが,今回を越すものとか別な被害をもたらすも

のがあるとした方カミ自然のようにも思える.この問

題は今後の対応を考える上で重要なポイントになる

ので,地震の専門家から教示を得たいと思う.

以上に挙げたように,肝心な点が未解明の状態で

ある.そのような中で,現在なされている議論の多

くは,ある側面だけから,シナリオ,ストｰリｰが

組み立てられているように思うI結果としてそれら

の中の一部は最終的に確認されるかもしれないが,

少なくとも現段階では,全体をトｰタルで見た場合

の整合性に欠けているように思う.学者･専門家は

もっと謙虚な姿勢で,知らないことの方が多く,

“学問が欲しい''のは実は学者･専門家自身である

ということを素直に認めたげればたらない.一方ジ

ャｰナリズムはある種の意図で,都合の良い学者の

言い分または発言の一部だけとか都合の良い事実だ

けで結論を出して,決めつけないで欲しい.今はお

互いに事実をそれぞれの立場で冷静に見つめ,でき

るだけ客観的で,科学的な検討をする姿勢が極めて

大事である.完全に客観的になることはできないの

が人間の性であるが,できるだげそのように努力す

ることが肝要である.何かを言う場合には,精一杯

客観的にかつ科学的に検討し,しかも可能な限り数

値的裏付けを持った上でしなければならない.

このような状況にある現段階では,一般の万カも

学者･専門家に性急な結論と対応策を催促しないで

欲しい.また関係者もr現行基準を見直す必要はな

い｣と言ったり,逆に｢今回の地震に余裕を持って

耐えられる基準だ｣と安易に提示したりしたいで欲

しい.現状では応急復旧に限って基準を作成し,そ

の後のきちんとした議論で見直しをするという対処

しかないように思う.

ここで施工不良について触れておきたい.筆者も

現地踏査で多くの例を目の当たりにした.これは被

害を増大させた要因ではあるし,また保守費や寿命

にも大きく関係する､技術者,プロの良心,責任感

から,施工不良の問題を真正面から取り上げて再発

防止に真剣に取り組またげればならたい.そのよう

な義務が我々関係者にあることは論を倹たない.し

かし各種の検討から,施工不良が破壊の主因とは言

えないと思う.もしこれが主因だとして片付けた

ら,またかなgの被害を繰り返すことになるという

危倶の方が遥かに大きい.誤った結論を性急に出し

てはならない.

例えば,ある先生は新幹線のラｰメン高架橋の破

壊はコンクリｰトの打継目の施工不良が主原因だと

され,｢地震による水平力に対してコンクリｰトは

全く低抗力がなく,この部分から高架橋が破壊され

ることにたった｣とされているが,そうではない.

この先生のご指摘のようにr施工当時から形成され

ていた柱の接合不良面｣があった所でも,水平破断

はしていない.水平破断したのであれば,主鉄筋も

破断しなければならないが破断していない.たとえ

コンクリｰトに低抗力がたくても,鉄筋には低抗力

はあるから,｢この部分から高架橋が破壊｣してい
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ない.破壊の形態は鉛直に対して15度～35度の角

度をもつ斜め方向のすべりによる,せん断破壊であ

る.この暗ん断破壊が進行してコンクリｰトが飛散

した結果,水平不良面が露呈したのである.また打

継目に関係しない所での破壊も沢山あり,打継目の

施工不良が多くの破壊の主原因とはなりえない.こ

のように技術的な観点からこの先生の説は成り立た

ない.

3.今後の対応

今回の厳粛な経験で,最大級の地震の影響の評価

について大幅に見直されることは間違いたいであろ

う1基本的には現在の基準で十分で,大幅な見直し

は不要という見解もあるが,まずそういうことには

ならないと思う.

さて見直しをして基準を改めれば,ずく“今回のよ

うな破壊が避けられるようになるかと言えば,そう

ではない.全てについて今回のような地震を想定し

て補強し,建設するには,大変な経費と時間を必要

とし,現実問題として不可能であろう.大したコス

トアップにたらないという見方が一部にあるようで

ある.できればそう願いたいが,そうならない可能

性の方が遥かに高い.そこで今回のような千年に

1回起きる異常な地震にまで耐えるような基準は作

っても現実が伴わないという考え方もある.しかし

先にも述べたように,日本全体ではかなりの頻度で

このような地震の発生があり得るかも知れないの

で,今回の地震を対象に考えた基準を設定し,やれ

る範囲内でやるしか他に道はたいと思う.安全のレ

ベルはこうあるべきだからということだけで,すぐ

そうなるというものではないのである.残念なが

ら,あるべきレベルよりかなり低いレベルを結果と

して強いられるのである.このことを私はこの10

年近く訴え続けてきたが,孤立無援という事情もあ

って,殆ど理解されていたい.

今後は専門家そして関係当事者も社会からの反発

を恐れずに正直に事実を言い,社会もそれを材料に

して過度の要求とか反対をしたいというように,成

熟した社会環境を構築しなければならない.冒頭で

述べたように,未知,不確定,経済性の制約という

要因を安全問題は必ず持っているのに,｢不明なこ

ととか危険要因が少しでもあれぼやってはならな
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い｣というように,議論を入口でシャットアウトす

るようたことを一般社会,特にジャｰナリズムはし

たいで頂きたい.安全問題に携わる関係当事者,ジ

ャｰナリズム,一般社会はそれぞれ互いにこれまで

の態度を反省した上で,社会全体でどう対処するか

を冷静に議論しなげれぼならたい.これまで設計基

準などはその道の学者･専門家に任せておけば,安

心だとされていた.実はそこのところが間違ってい

たのである.学者･専門家に限らず,誰も絶対安全

を保証できたいのである.それなのに学者･専門家

ができると安易に言い,世間もそれを信じさせられ

ていたのである.

こうした大反省にたって,技術的な点はともか

く,構造物の設計の理念については,一般社会の同

意を得て,その基本的な方向を決めるべきである.

念のために,構造物の設計基準の設定と適用に関し

て,筆者個人の考えの骨子を述べておく.

まず今回程度の地震でも薮命的た被害を受けない

ような水準の設計基準を作成する.今回を越すもの

もあり得るであろうが,その場合はある程度の覚悟

をせざるを得ないと思う.例えば致命的な被害を受

けないような水準ではなく,もっと高い水準で,補

修の必要がないようにすべきだという考えもあると

思う.しかし現実問題としてそれは不可能であろ

う.致命的な被害を受けないような水準を目標にす

ることすら,非常な困難を伴うのである.次に今回

のような地震が予想される活断層の位置とその緊急

度合について,その道の専門家の客観的な議論によ

って示して貰う.この専門家の判断を参考にして,

このような活断層沿いの重要な構造物に,この水準

の基準を可能な範囲で順次適用する.なお今回の現

象が全て的確に解明されるとは限らないから,新し

い基準そのものにも限界があることを付言してお

く.

今述べた設計基準の水準の問題とは別に,重要な

土木構造物は地下に建設する(これとて万全ではな

いが,相対的にはリスクは減少する)こと,いざと

いう時の冗長度(余裕度)の高い構造とすること,な

るべくトップヘビｰな構造を避けること等の配慮が

必要であろう.

今回の地震で鉄筋コンクリｰト構造物の被害が目

立ったが,その原因は,絶対量が多いということも

あるが,コンクリｰトは重くて脆いという,鋼に比�
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べて二重のハンディがあるからである.だからと言

って｢コンクリｰト構造物は避けろ｣ということに

たってはたらない.コンクリｰト構造物は鋼に比べ

て剛性が高く,低公害であり,経済的であるという

長所は無視できないし,脆いというハンディは克服

できる(帯鉄筋とか繊維補強で)と思うからである.

4.あとがき

先に述べたように,肝心だことがまだはっきりし

ていないので,今回の大地震を対象にして,具体的

に数値で安全性と経済性の絡みをまだ議論できない

訳であるが,ごく大ざっぱなことを敢えて示してみ

ようI

今回の被害総額は10兆円前後だと言われている

が,諸力の要因を考慮し,かなり多めに評価して,

この倍の20兆円とする.このようた地震が日本で

例えば20年に1度の頻度で起きるとする(かなり多

めの想定であろう)と,年間平均1兆円の負担にな

る.また関東大震災が再来すると被害額は200兆円

近くに達すると見積もられている.これが100年に

1度起きるとすると,年間平均約2兆円の負担にな

る､一方平成6年度の建設投資額は約82兆円で,

年平均被害額の1～2兆円はこれの1.2～2･4%に当

たる.

またここで述べたような基準の見直しによって,

建設費が建設投資額べ一スで例えば25%増加する

(かたり控え目た想定だと思う)とし,見直し基準を

全てに適用するものとすれぱ,新しく建設するもの

についての年間の投資額増分は約20兆円(国内総生

産500兆円の約4%)となる.既存の構造物の補強

も必要で,これに仮に倍の年間40兆円かげるとし

ても,補強の方がコスト高になるから,25%の倍

の50%相当の費用が必要だとすれば,対象がN年

分の投資額相当の場合,補強完了にN年かかるこ

とになる.この失うにかなり長い期問をかけて補強

する場合でも,年間の費用増は総額60兆円にもな

る.投資額をそのままとすれぼ整備率は今の4分

の1以下ということになる.ちなみに,見直しの

水準を高めて無被害を目指す(それでもリスクは残

る)として,その場合のコスト増が仮に100%だと

すると,年間の費用増は総額240兆円にもなる.

経済効率優先の総期待費用最小化原則に基づく設

計思想というものがあり,これに筆者は必ずしも賛

成していないが,かと言って安全のためなら経済の

原則を無視して良いと言えたいことカミ,これらの概

算的数字からも言えると思う.

ところで前述したように,緊急度合の高い活断層

沿いの重要な構造物に限って見直し基準を適用する

ものとし,その対象が全体の5%だとすると,先

の試算に基づけば,年間3兆円の出費を必要とす

る.この程度なら現実的な対応ができそうである

が,それでも大変な負担であり,事業主体だけの責

任で貯えたいであろうから,これをどのような形で

負担するかを議論しなげればならないであろう.

今回図らずも,r安全に絶対はない｣ことが厳粛

た事実として示された.人知を遥かに越える自然の

営みに比べて,人間の社会活動の限界(知恵,財力,

社会,政治等の結果としての)の余りの低さに,呆

然とせざるを得ない.しかし諦める訳にはいかな

い.ここで述べたようなことで,現実的な対応をし

て,リスクをできるだけ少なくするしか方法はな

い.筆者は以前から,首都移転,機能分散,事故･

災害強制保険制度の創設等を提言しているが,今回

の大地震を契機に,その方向の動きが出ることを強

く期待する.
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